
5 広報つるがしま 2015.8

　

定
年
後
、
自
由
時
間
は
ど
れ
く
ら

い
だ
と
思
い
ま
す
か
？
そ
の
長
さ
は

な
ん
と
約
10
万
時
間
！
生
涯
労
働
時

間
に
匹
敵
す
る
長
さ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

地
域
デ
ビ
ュ
ー
き
っ
か
け
広
場

は
、
男
女
問
わ
ず
「
ア
ラ
ウ
ン
ド
60

（
60
代
前
後
の
世
代
）」
の
皆
さ
ん
が
、

自
由
時
間
を
楽
し
く
過
ご
す
た
め
の

き
っ
か
け
づ
く
り
の
イ
ベ
ン
ト
で

す
。

　

市
内
や
近
隣
で
活
動
し
て
い
る
団

体
は
７
０
０
以
上
！ 

多
く
の
団
体

が
、
あ
な
た
の
現
役
時
代
に
培
っ
た

ス
キ
ル
や
経
験
を
活
か
し
て
、
活
躍

し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
ご
参
加
を
心
よ
り
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日
時　

9
月
27
日
㈰
13
時
〜
16
時

（
12
時
開
場
）

場
所　
市
役
所

参
加
費　
無
料

☆
当
日
の
内
容（
予
定
）

〈
活
動
体
験
〉
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
撮

影
体
験
、
竹
細
工
体
験
な
ど
〈
販
売
〉

手
作
り
木
工
作
品（
家
具
な
ど
）、
ス

イ
ー
ツ
や
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
〈
そ
の
他
〉

緑
の
カ
ー
テ
ン
用
種
の
配
布
、
各
団

体
の
活
動
紹
介
・
Ｊ
Ａ
Ｚ
Ｚ
生
演
奏

な
ど

※
詳
し
く
は
9
月
1
日
号
の
広
報
紙

折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。「

講
演
会
」
も
開
催

「
講
演
会
」
も
開
催

松
まつ

本
もと

すみ子
こ

さん

「
年
金
＋（
プ
ラ
ス
）な
シ
ニ
ア
ラ
イ

フ
」

講
師　

松
本
す
み
子
さ
ん（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
代
表
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
団
塊
ス
タ
イ
ル

や
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
に
も
出

演
）

時
間　
13
時
〜

場
所　
市
役
所
５
階
会
議
室

実
行
委
員
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

退
職
な
ど
を
迎
え
長
年
で
き
な
か

っ
た
趣
味
を
し
た
い
、
と
に
か
く
ゆ

っ
く
り
し
た
い
。
そ
ん
な
時
期
を
迎

え
た
ら
、
地
域
に
目
を
向
け
て
み
ま

せ
ん
か
？
環
境
問
題
、
子
育
て
、
自

治
会
、
生
涯
学
習
な
ど
、
今
ま
で
の

経
験
を
活
か
し
て
い
た
だ
け
る
活
動

が
地
域
に
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

「
自
分
の
関
心
あ
る
分
野
で
、
で
き

る
と
き
に
で
き
る
範
囲
で
自
ら
行
動

す
る
。
そ
し
て
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
お
金

に
も
な
る
。」
そ
ん
な
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を
目
指
し
ま
せ
ん
か
？

 

実
行
委
員
長　
山や

ま

本も
と

惠や
す

男お

　

退
職
し
て
一
年
半
を
迎
え
る
頃
、

居
場
所
探
し
を
と
視
野
を
家
か
ら
外

に
向
け
る
と
、
活
動
場
所
が
あ
る
こ

と
、
あ
る
こ
と
。
今
ま
で
の
自
分
は

何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
と
気
づ
き
ま

し
た
。
今
で
は
、
日
に
よ
っ
て
は
３・

４
件
掛
け
持
ち
で
活
動
し
て
い
ま

す
。
退
職
さ
れ
て
い
る
方
、
是
非
外

で
自
分
の
居
場
所
探
し
を
し
て
み
ま

せ
ん
か
？

 

副
実
行
委
員
長　
歌う

た

代し
ろ

雄ゆ
う

七し
ち

　

印
鑑
登
録
証
明
書
は
、
個
人
の
印

鑑
を
公
に
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、

押
印
し
た
文
書
に
添
付
す
る
こ
と
で

本
人
の
同
一
性
と
本
人
の
意
思
の
確

認
を
す
る
大
変
重
要
な
書
類
で
す
。

　

印
鑑
登
録
の
手
続
き
や
印
鑑
登
録

証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
慎
重

な
取
り
扱
い
を
行
っ
て
い
ま
す
。

印
鑑
登
録
で
き
る
方

　

市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
15
歳
以

上
の
方（
成
年
被
後
見
人
は
除
く
）

登
録
で
き
る
場
所

　
市
役
所
ま
た
は
若
葉
駅
前
出
張
所

登
録
で
き
る
印
鑑

　

注
文
で
作
っ
た
印
鑑
ま
た
は
市
販

の
印
鑑（
氏
ま
た
は
名
の
印
鑑
で
も

登
録
可
）印
影
が
一
辺
の
長
さ
８
㎜

の
正
方
形
よ
り
大
き
く
、
25
㎜
の
正

方
形
に
収
ま
る
も
の

登
録
で
き
な
い
印
鑑

　
大
量
に
生
産
さ
れ
た
も
の（
認
印
な

ど
）、
変
形
し
や
す
い
素
材
で
作
ら
れ

た
も
の（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
ゴ
ム
な

ど
）、
文
字
や
輪
郭
が
欠
け
て
い
る
も

の
や
逆
彫
り（
白
抜
き
）の
も
の
、
本

人
の
氏
名
と
判
断
で
き
な
い
も
の
、

装
飾
の
施
さ
れ
た
も
の
、
氏
名
以
外

の
文
字
や
記
号
の
入
っ
た
も
の
、
同

一
世
帯
で
大
き
さ
・
印
影
の
似
て
い

る
も
の
、
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ

れ
て
い
る
氏
ま
た
は
名
以
外
の
も
の

登
録
の
方
法

　

⑴
本
人
ま
た
は
代
理
人（
委
任
状

を
持
参
）が
登
録
で
き
る
印
鑑
を
持

っ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
本
人
確

認
の
た
め
、
照
会
書
を
自
宅
あ
て
に

郵
送
し
ま
す（
た
だ
し
、
申
請
者
本

人
の
申
請
で
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

や
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
在

留
カ
ー
ド
な
ど
の
顔
写
真
付
き
の
公

的
機
関
が
発
行
し
た
身
分
証
明
書
が

あ
れ
ば
即
日
登
録
可
）。

　

⑵
照
会
書
が
届
い
た
ら
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
登
録
印
鑑
を
押
印
し
、

回
答
期
限
内
に
申
請
し
た
場
所
へ
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
代
理
人
の
場
合
に

は
回
答
届（
委
任
状
）と
代
理
人
の
印

鑑
が
必
要
で
す
。

保
証
人
登
録

　

既
に
鶴
ヶ
島
市
で
印
鑑
登
録
を
し

て
い
る
方
に
保
証
人
と
な
っ
て
も
ら

い
登
録
す
る
方
法
で
、
即
日
登
録
で

き
ま
す
。
保
証
書
の
記
載
に
つ
い
て

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

　

印
鑑
登
録
証
は
登
録
印
と
同
様
に

大
切
な
も
の
で
す
。
本
人
が
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。
印
鑑
登
録
証
明
書
の

交
付
を
申
請
す
る
と
き
は
、
印
鑑
登

録
証
を
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

印
鑑
登
録
証
が
な
い
と
印
鑑
証
明
書

は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
先　
市
民
課
住
民
記
録
担
当

地
域
地
域
デ
ビ
ュ

デ
ビ
ュ
ー　

き
っ
か
け
広
場

ー　

き
っ
か
け
広
場

☆
一
緒
に
楽
し
み
見
つ
け
ま
し
ょ
う
！　

あ
な
た
を
待
っ
て
い
る
鶴
ヶ
島
☆

 

問
合
先　

地
域
活
動
推
進
課
市
民
セ
ン
タ
ー
担
当

市政 情報

印
鑑
登
録
制
度
の
ご
案
内

3
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　消費税率の引上げなどの影響に配慮し、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金および子育
て世帯臨時特例給付金を支給します。なお、昨年度とは支給額などが変更されています。

問合先　福祉政策課、こども支援課

振り込め詐欺にご注意ください！
　今回の臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の手続きを装った「振
り込め詐欺」や「個人情報の不正な取得」などには、十分ご注意ください。
　市では、給付金の給付のために手数料を求めたり、キャッシュコーナーで
の機械操作をお願いしたりすることは、絶対にありません。
※不安に思ったら、市役所や最寄りの警察署または警察相談専用電話（♯
9110）にご連絡ください。

［申請期間］
9月1日（火）～11月30日（月）

※ 2つの給付金のどちらの要件にも該当する方については、両方の給付金を受け取ることができます。

※給付金の支給は、10月1日（木）以降順次となります。

※支給対象となる可能性のある方には、8月下旬に申請書を送付します。詳しい申請方法などは、申請

書に同封するチラシをご覧ください。

臨時福祉給付金

　消費税率が引き上げられたことにより、
所得の低い方への負担の影響を考慮して
支給するものです。
支 給対象　1月1日時点で、市に住民登録
をされている方（外国人を含む）で、平
成27年度の住民税（均等割）が課税され
ていない方
　　ただし、次の方は除きます。
　　・ 住民税（均等割）が課税されている

方に扶養されている方
　　・ 生活保護を受けている方　など
支給額　支給対象者1人につき6000円
申 請先・問合先　福祉政策課福祉政策・
地域福祉担当

子育て世帯臨時特例給付金

　消費税率が引き上げられた影響を踏ま
え、子育て世帯に対して、臨時特例的な
措置として支給するものです。
支 給対象　6月分の児童手当（特例給付を
除く）の受給者
対 象児童　支給対象者の6月分の児童手当
（特例給付を除く）の対象となる児童
支給額　対象児童1人につき3000円
申 請先・問合先　こども支援課子育て支
援担当
※ 公務員の方は、公務員用の申請書に勤
務先で児童手当受給状況証明を受けて、
申請期間内に申請してください。

「臨時福祉給付金」　「子育て世帯臨時特例給付金」「臨時福祉給付金」　「子育て世帯臨時特例給付金」

２つの給付金が、平成27年度も支給されます。
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ひとり親家庭の自立支援ひとり親家庭の自立支援
1　ひとり親家庭のための自立支援相談
　ひとり親家庭の母または父が、就職活動を始める際、どのよ
うに進めたらよいのか、また、どのような資格をとる必要があ
るのかなど、自立に向けた相談支援を専門の女性相談員が行い
ます。
相談日時　月・火・木曜日　8時30分～16時30分
2　高等職業訓練促進給付金
　ひとり親家庭の母または父が看護師や介護福祉士などの資格
取得のため、2年以上養成機関で修業する場合支給されます。
対象資格　看護師（准看護師）、介護福祉士、保育士など
対象　市内在住で次の①から⑤までの条件を全て満たしている
ひとり親家庭の方（平成28年度に養成機関への入学希望者も含
む）※事前に相談が必要です。
①児童扶養手当の受給者または同等の所得水準の方
②養成機関で2年以上の過程を修業し、資格取得が見込まれる
方
③就業または育児と、修業との両立が困難と認められる方
④過去に訓練促進給付金を受給していない方
⑤市税の滞納がない方
支給金額　市民税非課税世帯／訓練促進給付金月額10万円、修
了支援給付金5万円、市民税課税世帯／訓練促進給付金月額7万
500円、修了支援給付金2万5000円
※訓練促進給付金は、修業期間中（上限24ヶ月）の給付となります。
問合先　こども支援課子育て支援担当

ひとり親のためのパソコン教室
対象　ひとり親家庭の
親または寡婦
日時　9月5日（土）～6日
（日）10時～16時
場所　With Youさいた
ま（埼玉県男女共同参画推進センター）さいた
ま市中央区新都心2-2（JRさいたま新都心駅よ
り徒歩7分）
内容　日商PC検定資格取得を目指す（ワード
かエクセルを選べます）
定員　25人（応募多数の場合抽選）
参加費　無料
申込み　8月24日（月）【必着】までに、次の必
要事項（①「パソコン教室（第3回）」②郵便番
号・住所③氏名④年齢⑤電話番号）を記入し、
往復はがきまたはメールで、埼玉県浦和合同
庁舎内　（公財）埼玉県母子寡婦福祉連合会・
後
ご

藤
とう

（〒330-0074さいたま市浦和区北浦和5
-6-5☎048・822・1951 info@saiboren.or.
jp）

児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

　

市
内
に
お
住
ま
い
の
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
を
対
象
に
、
児
童
扶
養
手
当
や
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
制
度
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
お
早
め
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
こ
ど
も
支
援
課
子
育
て
支
援
担
当

児童扶養手当の現況届
　現在、児童扶養手当の認定を受けている方（手当支給停止中の人も含む）は、現況届の提出が
必要です。現況届は、年1回、手当の支給要件に該当しているかを確認するものです。現況届
の提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなります。
　なお、該当する方には案内を送付していますので、必要書類を持参の上、こども支援課の窓
口にお越しください。
受付期間　8月3日（月）～31日（月）（日曜日を除く）
時間　8時30分～17時15分（土曜日は12時まで）
受付場所　こども支援課子育て支援担当

児童扶養手当 ひとり親家庭等医療費助成

対象
ひとり親家庭または準ずる家庭
※児童が児童福祉施設などに入所している場合を除く。
※所得制限があります。

対象児童 18歳に達した日の属する年度の3月31日まで
（一定の障害がある場合は20歳未満まで）

内容
児童1人の場合　4万2000円～9910円
2人目　5000円加算
3人目　3000円加算

健康保険対象の医療費の一部を助成
・非課税世帯→自己負担なし
・課税世帯→自己負担あり

その他 ー 健康保険に加入していることが必要
（生活保護受給者は除く）

児童扶養手当の手当額改定について
平成27年4月分（平成27年8月の支給分）
から、児童扶養手当（月額）が以下のとお
り改定されました。

改定前 改定後
全部支給 4万1020円 4万2000円

一部支給 4万1010円
～9680円

4万1990円
～9910円
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国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
は
、
高

齢
化
の
進
展
と
医
療
の
高
度
化
な
ど

に
よ
り
、
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
で
は
、
国
民
健
康
保
険

加
入
者
ひ
と
り
一
人
が
医
療
費
の
適

正
化
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
医
療
費

の
削
減
や
病
院
の
医
師
の
負
担
軽
減

が
図
れ
る
こ
と
か
ら
、
啓
発
活
動
の

一
環
と
し
て
「
つ
る
ゴ
ン
健
康
川
柳

コ
ン
ク
ー
ル
」
を
実
施
し
ま
す
。
な

お
、
応
募
作
品
の
中
か
ら
各
賞
を
決

定
し
、
受
賞
者
に
は
「
つ
る
ゴ
ン
オ

リ
ジ
ナ
ル
タ
オ
ル
セ
ッ
ト
」
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
ま
す
。
受
賞
作
品
は
、
市

広
報
紙
へ
の
掲
載
な
ど
、
啓
発
活
動

に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

つ
る
ゴ
ン
健
康
川
柳
コ
ン
ク
ー
ル

つ
る
ゴ
ン
健
康
川
柳
コ
ン
ク
ー
ル

  

を
実
施
し
ま
す

を
実
施
し
ま
す

募
集
す
る
川
柳　

健
康
づ
く
り
や
適

正
受
診
な
ど
の
健
康
や
医
療
に
ま
つ

わ
る
も
の（
自
作
で
未
発
表
の
も
の

に
限
る
）

対
象　
市
内
に
在
住
在
勤
在
学
の
方

応
募
方
法　

保
険
年
金
課
、
保
健
セ

ン
タ
ー
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー
、
図
書

館
、
市
民
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
あ

る
「
つ
る
ゴ
ン
健
康
川
柳
コ
ン
ク
ー

ル
」
応
募
用
紙（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）に
、
川

柳
と
必
要
事
項
を
記
入
し
、
８
月

17
日
㈪
〜
10
月
16
日
㈮（
消
印
有
効
）

ま
で
に
、
直
接
、
郵
送（
〒
350
―

２
２
９
２（
住
所
不
要
））、
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ（
5
０
４
９・
２
７
１・
１
１

市
民
農
園
の
利
用
者
募
集

　

土
と
親
し
み
な
が
ら
ご
自
身
の
手

で
野
菜
を
育
て
て
み
ま
せ
ん
か
。

場
所　

農
業
交
流
セ
ン
タ
ー
、
下
新

田
、
太
田
ヶ
谷
、
五
味
ヶ
谷

利
用
料　
【
年
額
】　

農
業
交
流
セ
ン

タ
ー　

１
万
２
０
０
０
円
。
下
新
田

農
園
・
太
田
ヶ
谷
農
園
・
五
味
ヶ
谷

農
園　

５
０
０
０
円（
月
割
に
よ
る

減
額
あ
り
）。

面
積　
30
㎡

申
込
み　

印
鑑
を
持
参
の
上
、
農
業

交
流
セ
ン
タ
ー
の
農
園
は
、
農
業
交

流
セ
ン
タ
ー（
☎
０
４
９・
２
７
９
・

３
３
３
５
）で
、
下
新
田
農
園
は
、
産

業
振
興
課
農
政
担
当
で
、
太
田
ヶ
谷・

五
味
ヶ
谷
農
園
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー（
☎
０
４
９・
２
８
５・
８

１
７
２
）へ

問
合
先　
産
業
振
興
課
農
政
担
当

有
機
市
民
農
園
利
用
者
募
集

〜
有
機
栽
培
を
学
び
、
食
の
安
全
や
環

境
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
〜　

　

こ
の
農
園
で
の
栽
培
は
、
化
学
的

に
合
成
さ
れ
た
肥
料
や
農
薬
を
使

用
し
な
い
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
有

機
農
産
物
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
食
の
安
全
や
環
境

保
全
へ
の
取
り
組
み
に
関
心
を
持
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
農

園
で
す
。
有
機
農
業
の
専
門
家
に
よ

る
栽
培
方
法
の
学
習
会
や
、
有
機
農

業
経
営
者
の
農
場
視
察
、
落
ち
葉
堆

肥
作
り
な
ど
、
有
機
栽
培
を
学
ぶ
場

を
月
１
回
設
け
て
い
ま
す
。

対
象　
市
内
在
住
の
方
優
先

利
用
料 

１
万
８
０
０
０
円 

面
積　
30
㎡

区
画
数　
６
区
画

申
込
・
問
合
先　

農
業
交
流
セ
ン
タ

ー（
☎
０
４
９・２
７
９・３
３
３
５
）

９
０
）、
メ
ー
ル（10500120@

cit
y.tsurugashim

a.lg.jp

）で
「
つ
る

ゴ
ン
健
康
川
柳
コ
ン
ク
ー
ル
」
係

受
賞
者
決
定　
12
月
ご
ろ

授
賞
式　
12
月
ご
ろ

問
合
先　

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保

険
担
当

受賞者プレゼントのつるゴン
オリジナルタオルセット

　第2次鶴ヶ島市地域福祉計画および鶴ヶ
島市社会福祉協議会地域福祉活動計画の
策定のため、市民意識調査を行います。
　この調査は、市内在住の15歳以上の方
から2000人を抽出して、郵送アンケート
方式により実施します。
　無記名で回答していただくものであり、
その結果は統計的（グラフなどの数値）に
処理し、計画策定の基礎資料として活用
します。ご協力をお願いします。
問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉
担当

市民意識調査にご協力をお願いします

　70歳から74歳の国民健康保険に加入し
ている方に交付している高齢受給者証の
有効期限が7月31日で満了となったため、
新しい高齢受給者証を郵送しました。
　8月1日以降に医療機関で受診する場合
は、新しい「高齢受給者証」と「被保険者証」
を提示してください。受給者証がまだお
手元に届いていない方は、お問い合わせ
ください。
　なお、これから70歳になる方は、誕生
日の翌月（1日生まれの方は誕生月）から対
象となりますので、対象月の前月下旬頃
に負担割合を記載した高齢受給者証を郵
送します。
問合先　保険年金課国民健康保険担当

高齢受給者証について

ご協力ありがとうございました。
～日本赤十字社社員増強運動～

　5月に行われた日本赤十字社社員増強運動では、市内自治会
をはじめ皆さんの温かいご支援とご協力により、356万4361
円もの社資が集まりました。ありがとうございました。この
社資は、災害救護、血液事業、看護師の養成、医療施設の整
備などに活用されます。
問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当


